




 

 

接着接合の例 

 

■接着接合 

 接着剤を用いた接合は、集成材を用いた構法で採用

されることがある。接合部に鉄筋を差し込んで、接着

剤で木材との接合を行うものが代表的である。この接

合方法は高い強度が得られるが、施工管理が難しいの

で、使用範囲は限定される。 

 

 
 

■ラーメン架構に用いられる接合 

ラーメン架構は、方杖や小壁などの補助材で接合部を固める方法と、金物などの接合具を使用して半剛

接合する方法がある。ラーメン架構における接合部の効率は、架構性能やコストに直結する重要な役割を

担っている。 

現在使用されている接合方法を分類すると以下の４タイプがある。 

①材を重ねてボルトで縫い合わせ曲げ抵抗させる、合わせ梁型モーメント抵抗接合。 

②材に挿入した鋼板を挿入または側面に添えてドリフトピン及びボルトで接合し、鋼板が曲げ抵抗する、

鋼板挿入ドリフトピン接合。また、これを中・大規模ラーメン架構用に改良した鋼板添え板ボルト型モー

メント抵抗接合。鋼板が曲げ抵抗する。 

③引張力に対してはボルトが、圧縮力に対しては柱･梁のめり込みが、せん断力に対しては堅木ダボなどの

シャーコネクターがそれぞれ抵抗する、引きボルト型モーメント抵抗接合。 

④梁通しの場合の引きボルト型モーメント接合で、上下の柱に設置した引きボルトが柱に生じる曲げと軸

力に抵抗し、せん断力は柱材にシャーコネクターを取り付けて抵抗する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接着剤を用いて接

合する方法。強度･

剛性は高いが、粘り

が少なく変形能力

は低い。 

ラーメン架構の接合形式 

ドリフトピン

挿入鋼板ガセット

②鋼板挿入ドリフトピン接合

ボルト

シャーコネクター
（ホゾ、ダボなど）

鋼板添え板

ドリフトピン

鋼板添え板ボルト型モーメント接合

柱柱

梁

①合わせ梁型モーメント接合

合わせ梁

④引きボルト型モーメント接合
　（梁通しタイプ）

③引きボルト型モーメント接合

引きボルト

シャーコネクター
（ホゾ、ダボなど）

引きボルト

シャーコネクター
（ホゾ、ダボなど）
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＜ＪＡＳによる寸法規格＞ 

■ＪＡＳ（日本農林規格） 

日本農林規格は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法、1950 年公布）に基

づく、農・林・水・畜産物およびその加工品の品質保証の規格である。 

 

■製材の寸法と表現方法 

ＪＡＳでは構造用製材の標準寸法を表のように規定している。 

木材の断面寸法は、我が国で伝統的に使われてきた尺・寸・分が基になっている。梁や柱は短辺（幅）

が90mm以上で、長辺（せい）は１寸（約30mm）刻みに増える。根太や垂木、筋かい、貫などの厚みは15mm

以上で、１分（約3mm）刻みとなっている。ＪＡＳには390mmまで規格があるが、木材の流通事情を考える

と360mmを限度とし、設計上は極力300mm以下となるように工夫するほうが現実的である。 

75mm 以上の正方形断面は正角、長方形断面は平角と呼ばれる。断面形の表示方法は構造設計者の場合、

柱なら平面のＸ方向をＢ、Ｙ方向をＤ、梁なら水平方向を梁幅Ｂ、鉛直方向を梁せいＤとして、「Ｂ×Ｄ」

という順で表現する。 

設計者によっては立面的に見たときの「見付け×奥行き」というように構造とは逆の表記をする例もあ

るため、断面方向には注意が必要である。 

 

■丸太の寸法と表現方法 

丸太の側面のみを切り落とし、上端と下端を丸太のままとしたものは太鼓梁、太鼓落としと呼ばれる。

これは小屋組などで木材の曲がりを利用した木組みを見せるときなどに使用される。 

丸太材や太鼓梁の断面は末口180φというように表示する。樹木の根っこ側を元口、先端側を末口という。

末口のほうが元口よりも径が細いので、これは断面の最低寸法を指定していることになる。 

長さは１ｍ刻みを基本とし、梁材は４ｍが最も多い。これは一般的な木造住宅の間取りを考慮して、２間

（3.64ｍ）まで対応できるようにしたものである。一方、柱は木造住宅の標準的な階高 2.7ｍを考慮して、

管柱用は３ｍ、通し柱用は６ｍに製材されることが多い。６ｍを超えると特注になり、コストも割高とな

る。 
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＜ＪＡＳによる等級区分＞ 

製材にはＪＡＳ規格（2007 年８月改定）が定められているが、そこには、①造作用製材、②目視等級区

分構造用製材、③機械等級区分構造用製材、④下地用製材、⑤広葉樹製材の５規格がある。このうち、建

築物の主要構造部分に使用される製材には②と③が該当する。 

 

■目視等級区分 

目視等級区分構造用製材とは、節、丸身などの欠点を目視により等級分けするもので、構造的に要求さ

れる性能に応じて３タイプに区分している（次頁の表参照）。 

主として高い曲げ性能を必要とする部分に使用するもの（梁・横架材）を甲種構造材、主として圧縮性

能を必要とする部分に使用するもの（柱）を乙種構造材とし、甲種構造材については、断面の大きさによ

って構造用ⅠとⅡの２種類に区分している。ちなみに、構造用Ⅱとは、短辺が 36cm 以上かつ長辺が 90cm

以上の材をいい、それ未満の小断面はⅠとなる。 

 

■機械等級区分 

機械等級区分構造用製材とは、ヤング係数を測定して、その値により等級分けを行うものである。等級

はＥ50から20刻みでＥ150まである。また、ヤング係数のほかに、節、集中節、丸身、貫通割れ、目まわ

り、腐朽に関する規定もある。これらのほかに、保存処理、含水率、寸法誤差、表示項目なども規定され

ている。さらに、従来は造作用製材で定められていた材面の美観の表示（四方無節、上小節など）も、構

造用製材に適用されている。 

含水率表示は人工乾燥材のみで、自然乾燥材は対象外となる。仕上材は15％以下（SD15）と20％以下（SD20）、

未仕上材はD15、D20、D25（25％以下）に区分される。 

 

■ＪＡＳ規格品の選択について 

木構造の建築設計において、主要構造材に製材品を使用するためには、樹種別に規定されている基準強

度を用いて計算することとなっている。製材品の基準強度はＪＡＳ規格品とＪＡＳ規格以外の製品につい

ても国土交通省告示で与えられており、実際の建物においては、必ずしもＪＡＳ規格品である必要はない。 

 ただし、製材をＪＡＳ規格品に限定している地方公共団体も多く、またＪＡＳ規格品でない場合は基準

強度値が低めに設定されていることから工夫が必要であり、断面寸法に余裕がない場合はこれに準じた品

質管理が必要である。各地域の認証材で品質基準を定めているものもあるので、これを活用することも一

つの方法である。 

また、木材は目視により使い分ける能力も必要である。ある部材について強度が足りないものでも、他

の構造部材や羽柄材※での活用が考えられ、有効活用によりコストを下げていく努力も大切である。 

 

※羽柄材：端柄材とも書く。構造材に用いられる角材以外の製材品で、板類、敷居などの造作に用いられる木材の総称。 
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